
 

甲賀市地域防災計画に関する修正 

 

 

１． 主な修正内容 

（１）関係機関から報告のあった修正 

 

〇気象庁…地震情報一覧表の差し替え 

 ・震源・震度情報 ⇒ 従来別々に発表されていた情報（「震源・震度に関する情報」   

  と「各地の震度に関する情報」）を１つにまとめて発信 

  （旧）震度３以上 ⇒ （新）震度１以上   

 

 ≪修正箇所≫ 

  Ⅰ．共通編（地震・風水害・土砂災害編） 第７章 災害時の応急対策 

  第１５節 情報計画 〔Ⅰ－7－59〕 

      
情報の種類 発表基準 内 容 

震源・震度に

関する情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報または注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ二チュード）、

震度３以上の地域名と市町村名を発表。震度５弱以上

と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある

場合は、その市町村名を公表。 

各地の震度に

関する情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。震度５弱

以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点

がある場合は、その地点名を発表。 

 

情報の種類 発表基準 内 容 

震源・震度 

情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表または若干の海   

 面変動が予想された時  

・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度１以上を観測した地点と観測した震度を発表。  

それに加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村

毎の観測した震度を発表。  

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。 

  

 ・長周期地震動に関する観測情報 ⇒ 新たに緊急地震速報の発表基準に追加 

  （対象施設：概ね 14 から 15 階以上の建物） 

 

〇滋賀県…屋外広告物の落下、転倒防止のため、日常管理や定期点検について追記 

 ・経年劣化や地球温暖化による自然災害の激甚化により、屋外広告物の落下等による 

  事故事例が全国的に散見されるため追加 

 

 ≪修正箇所≫ 

  Ⅰ．共通編（地震・風水害・土砂災害編） 第４章 災害に強いまちづくりの推進 

  第５節 施設等の整備 〔Ⅰ－4－13〕 

 

 

資料１－１ 

変
更
前 

変
更
後 



 

 

・第５ 建造物の安全化 → 「建造物等の安全化」に修正 

・担当課（副）に都市計画課を追加 

・２．事業計画 （３）安全対策 に以下の文章を追記 

 併せて、看板等の屋外広告物については、管理者に対して安全管理の啓発を図る。 

 

 

（２）最新の取り組み等を踏まえた修正 

 

〇地域市民センター及び公民館の一部をコミュニティセンター化する変更に伴う早期 

 開設の避難場所等の施設名称の変更（令和６年４月１日より） 

 ・ブランチ市民センターの避難場所開設は従来通り市職員が対応 

 

 ⇒詳細は資料１-２を参照 

 

〇関係機関へ意見照会を行った結果を反映（誤記修正、最新データ、要領改正反映等） 

 ・組織体制の変更（大阪ガスネットワーク株式会社 他）、国勢調査の人口データ更新、   

  火災・災害等即報要領等の改正に伴う変更 ほか 

 

 ⇒詳細は当日資料（令和５年度修正項目一覧）参照 

 

 

〇避難場所・避難所の変更について 

 ・早期開設の避難場所の変更について 

  柏木地域市民センター ⇒ 柏木小学校（体育館） ※R6 限定 

  甲南西保育園 ⇒ 甲南第二小学校  

 ・指定避難所の追加 

  陶芸の森駐車場、陶業振興用地、信楽産業展示館（地震時除く）、 

  信楽こども園・土山こども園、レイモンド甲賀こども園、あいみらい保育園  

 ・自主避難場所の追加 

  南内貴区 

  

 ⇒詳細は資料１-５を参照 

 

 

 


